
 

 
  

新潟県危険物安全協会十日町地区支会会則 

 
第１章 総則 

 
（名称） 

第１条 この会は、新潟県危険物安全協会十日町地区支会（以下「支会」という。）と称する。 
 
（事務所の位置） 

第２条 支会の事務所は、十日町地域消防本部内に置く。 
 

第２章 目的及び事業 
 
（目的） 

第３条 支会は、公益財団法人新潟県危険物安全協会（以下「県協会」という。）と連携、協

力して県協会の目的及び事業の遂行を推進するとともに、会の円滑な運営と会員相互の親

睦発展を図りながら、危険物の自主的な安全管理体制の充実強化を促進することにより、

危険物災害を未然に防止し、もって社会公共の安全に寄与することを目的とする。 
 
（事業）  

第４条 支会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
（１）危険物に係る安全管理思想の普及及び啓発に関すること。 
（２）危険物に係る災害の防止に関する調査及び研究に関すること。 
（３）危険物に係る講演会、講習会及び研修会の開催に関すること。 
（４）危険物安全管理功労者の表彰に関すること。 
（５）危険物関係資料の刊行、配布に関すること。 
（６）県協会が実施する事業所への連携、協力及び連絡調整に関すること。 
（７）その他この会の目的達成に必要な事業に関すること。 
 

第３章 会員 
 

（会員） 
第５条 支会の会員は、次の各号に掲げる者で、会費（入会金を含む。）を納入したものとす

る。 
（１）十日町市又は津南町において、危険物を製造し、貯蔵し、販売し、又は取り扱う事業 
  所 
（２）この会の目的に賛同する事業所又は個人 

 



 
 

第４章 役員 
 
（役員） 

第６条 支会に次の役員を置く。 
（１）支会長            １人 
（２）副支会長           ２人 
（３）理事             １５人以内 
（４）監事             ２人 
（５）幹事             ２人以内 
 
 
（役員等の選任及び職務） 

第７条 支会長及び副支会長は、理事会において推薦し、総会の承認を得て選任する。 
２ 理事及び監事は、総会の承認を得て選任する。 
３ 幹事は、支会長がこれを委嘱する。 
４ 支会長は、支会を代表し、会務を統括する。 
５ 副支会長は、支会長を補佐し、支会長事故あるときはその職務を代理する。 
６ 理事は、理事会を構成し、業務の執行に当たる。 
７ 監事は、会務の状況及び会計を監査する。 
８ 幹事は、庶務及び会計事務を担当する。 
９ 役員は、相互に兼ねることができない。 

 
（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 
３ 欠員補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
 
（報酬等） 

第９条 役員は、無報酬とする。 
２ 会議等の支会事業に出席した役員に対し、旅費を支払うことができる。 
 
（顧問及び参与） 

第１０条 支会に顧問及び参与を置くことができる。 
２ 顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき支会長が委嘱する。 
３ 顧問及び参与は、支会長の諮問に応じて意見を具申する。 

 
 



 
 

第５章 事務局 
 
（事務局） 

第１１条 支会に事務局を設け、事務局員を置く。 
２ 事務局員は、支会の事務局業務を行う。 
 

第６章 会議 
 
（会議の種別及び開催） 

第１２条 支会の会議は、総会及び理事会とする。 
２ 総会は、年に１回開催し、理事会は、随時開催するものとする。ただし、必要があると

きは、臨時に総会を開催することができる。 
 
（総会） 

第１３条 総会は、理事会の決議に基づき支会長が招集し、次の事項を決議する。 
（１）事業計画及び事業報告に関すること。 
（２）予算及び決算に関すること。 
（３）会則の改廃及び各種規定の制定、改廃等に関すること。 
（４）支会長、副支会長、理事及び監事の選任又は解任に関すること。 
（５）その他支会運営に係る重要事項に関すること。 
２ 総会の議長は、支会長がこれに当たる。 
 
（理事会） 

第１４条 理事会は、支会長が招集し、次の事項を決議する。 
（１）総会の開催及び提出すべき議案に関すること。 
（２）緊急を要し、支会長が総会を招集する暇がないと認めたときで、総会の決議を要する

事項に関すること。 
（３）支会長及び副支会長の推薦に関すること。 
（４）その他支会長が必要と認めた事項に関すること。 
２ 前項第２号に関する事項は、直近の総会に報告し、承認を得るものとする。 
３ 理事会の議長は、支会長がこれに当たる。 
 
（決議） 

第１５条 会議は、構成する会員又は役員の過半数が出席しなければ開催することができな

い。ただし、会議に出席できない者は、権限を出席者に委任することができるものとし、

この場合はこれを出席者とみなす。 
２ 会議の決議は、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決するところに

よる。 
 



 
 

（議事録） 
第１６条 会議の議事については、議事録を作成する。 
 

第７章 会計経理及び会費 
 
（事業年度） 

第１７条 支会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
 
（事業計画及び予算） 

第１８条 支会の事業計画及び予算は、支会長が作成し、総会の決議を得るものとする。 
 
（事業報告及び決算） 

第１９条 支会長は、事業年度ごとに事業報告及び決算の関係書類を調製し、監事の監査を

受け、総会の決議を得るものとする。 
 
（経費） 

第２０条 支会の経費は、会員の会費及びその他の収入をもってこれに充てる。 
 
（会費）  

第２１条 会費は、次に定める加入区分、従業員数加算及び県協会費区分の額の合算とする。 

 （１）加入区分 

   ア 危険物の販売を業とする事業所              ２，５００円 

   イ 危険物施設を有する事業所で前号に掲げる以外の事業所   １，５００円 

   ウ 危険物施設を有する個人                 １，５００円 

   エ 危険物施設を有しない事業所及び個人             ７００円 

 （２）従業員数加算（危険物の取扱いに従事する者の数） 

   ア ３人～10人                          ５００円 

   イ 11人以上                         １，０００円 

 （３）県協会費区分（危険物の取扱いに従事する者の数） 

   ア Ａ：２人以下                      ２，０００円 

   イ Ｂ：３人以上 10人以下                  ４，０００円 

   ウ Ｃ：11人以上 50人以下                 １０，０００円 

   エ Ｄ：51人以上100人以下                  １５，０００円 

   オ Ｅ：101人以上                      ３０，０００円 

２ 入会金                             １，５００円 

３ 会費は、会費納入通知書を受理してから３０日以内に納入するものとする。ただし、 

入会金は、入会時に納入するものとする。 

 



 
 

第８章 加入・退会 
 
（会員の加入） 

第２２条 本会に入会しようとする者は、別記様式第１により届け出るものとする。 
 
（退会） 

第２３条 会員が退会しようとするときは、別記様式第２により届け出るものとする。 
 

第９章 補則 
 
（委任） 

第２４条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、総会の承認を得て支会長が別に定

める。 
 

 附 則（平成25年３月６日） 

１ この会則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 財団法人新潟県危険物安全協会十日町地区支会会則（平成17年４月１日）は、廃止す 

 る。 

 附 則（平成28年５月17日） 

この会則は、平成28年５月17日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 



様式第１（第２２条関係） 

新潟県危険物安全協会十日町地区支会入会申込書 
 

年  月  日 
 
新潟県危険物安全協会十日町地区支会長 様 
 
 

申 込 者 
                  〒 

所 在 地                     
 
 

事業者名                      
 
 

代表者名                      
 
 
貴会の趣旨に賛同し入会したいので、入会金及び初年度会費を添えて申し込みます。 
 

製造所等の所在地  

製造所等の区分  

危険物取扱従事者  

入   会   金      円 

会      費      円 

備      考  

 



様式第２（第２３条関係） 

新潟県危険物安全協会十日町地区支会退会届 
 

年  月  日 
 
新潟県危険物安全協会十日町地区支会長 様 
 
 

申 込 者 
                  〒 

所 在 地                     
 
 

事業者名                      
 
 

代表者名                      
 
 

下記の理由により、貴会を退会します。 
 

製造所等の所在地  

製造所等の区分   

退 会 理 由   

備      考 

 

 


